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特定の吸入性有機粉じんによる肺疾患の防止の要請について

国内の製造事業場において、複数の労働者に肺組織の繊維化、間質性肺炎、肺気腫、気

胸等の肺疾患が発症している事案が明らかになった（別紙）。

独立行政法人労働者健康安全機構の協力も得て作業実態等について調査を行ったとこ

ろ、これまでに、肺疾患を発症した労働者に共通する状況として、同工場内で製造してい

る架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物を主成分とする吸入性粉じんに日常的に高濃度

でばく露し、多くがばく露開始から２年前後の短期間の間に肺疾患を発症していたことが

判明している。

厚生労働省では、引き続き原因究明のための調査を実施しているが、貴局管内には、類

似製品の製造事業場等があることから、製造事業場における下記措置を徹底するほか、同

事業場を通じて、当該物質（吸入性粉じん）の流通先に対して下記事項を周知・徹底する

よう要請を行われたい。

記

１ ばく露防止措置等の徹底

架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんを扱う事業場においては、同

粉じんの発散防止抑制措置や呼吸用保護具の着用など、ばく露防止措置を講じること。

２ 労働者等に対する健康管理の実施等

一般健康診断の胸部Ｘ線の検査の結果、肺組織の繊維化、間質性肺炎、肺気腫、気胸

等に関する所見があった場合は、ＣＴなどの精密検査を実施することが望ましいこと。

また、この物質を取り扱ったことのある労働者であって既に退職している者に対して、

同検査の受検を勧奨することが望ましいこと。
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これらの労働者及び退職者について、①一般健康診断における胸部エックス線検査の

所見の有無、②肺に関する精密検査の結果等については、所轄の労働局又は労働基準監

督署にご報告いただきたいこと。

３ 肺疾患の発生状況の把握と報告

事業場の労働者又は退職者に、肺組織の繊維化、間質性肺炎、肺気腫、気胸等の肺疾

患が見られた場合は、所轄の労働局又は労働基準監督署にご報告いただきたいこと。

注：「別紙」については本通知の別紙。


